
◎構造改革特別区域法の一部を改正する法律 
（令和四年六月一日法律第五八号）   

一、 提案理由（令和四年三月一〇日・衆議院地方創生に関する特別委員会） 

○野田国務大臣 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、その提案

理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 構造改革特別区域は、地方や民間が自発的に構想を立案し、それぞれの地域の特性に

応じた規制の特例を導入することにより、構造改革を更に加速させるための突破口とな

るものであり、同時に、地域の活性化の手段となるものです。これまで千三百七十七件

の構造改革特別区域計画が認定を受け、それぞれの地域の特性に応じた事業が実施され

てきました。 

 これまで、構造改革特別区域推進本部においては、全国からの提案募集を行い、構造

改革特別区域に係る新たな規制の特例措置について検討を行ってまいりました。 

 本法律案は、この検討結果に基づき、経済社会の構造改革を更に推進するとともに、

地域の活性化を図るため、地域から要望の強い、新たな制度改革事項を盛り込んだもの

であります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、学校教育法の特例として、区域内の職業能力開発短期大学校における高度職

業訓練で長期間の訓練課程のものを修了した者が区域内の大学に編入学できることとし

ております。 

 第二に、国立大学法人法の特例として、革新的な研究開発、研究開発の成果を活用し

た新たな事業の創出又は研究開発の成果を活用した施設の整備を行おうとする者に区域

内の国立大学法人の所有に属する土地等の貸付けを行う場合は、文部科学大臣の認可を

文部科学大臣への事前の届出をもって代えることができることとしております。 

 第三に、内閣総理大臣は、構造改革の推進等に関する提案をしようとする者又は区域

計画の認定申請をしようとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び

助言を行うものとする規定を追加することとしております。 

 第四に、令和四年三月三十一日となっている新たな規制の特例措置の整備等に係る提

案を募集する期限及び構造改革特別区域計画の認定を申請する期限を、令和九年三月三

十一日まで延長することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院地方創生に関する特別委員長報告（令和四年三月一七日） 

○石田真敏君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生に関する特別

委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、所要の措

置を講ずるものであります。 



 その主な内容は、 

 第一に、学校教育法の特例として、区域内の職業能力開発短期大学校における高度職

業訓練で長期間の訓練課程のものを修了した者が区域内の大学に編入学できること、 

 第二に、国立大学法人法の特例として、革新的な研究開発等を行おうとする者に区域

内の国立大学法人の土地等の貸付けを行う場合は、文部科学大臣の認可を事前の届出を

もって代えることができること 

等であります。 

 本案は、去る三月九日本委員会に付託され、翌十日野田国務大臣から趣旨の説明を聴

取いたしました。次いで、十六日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決いたし

ましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員長報告（令和四年五月

二五日） 

○古川俊治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生及びデジタル

社会の形成等に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、職業

能力開発短期大学校における高度職業訓練を修了した者の大学への編入学に係る学校教

育法の特例措置及び国立大学法人の所有する土地等の貸付けに係る国立大学法人法の特

例措置を規定するとともに、構造改革の推進等に関する提案の募集の期限及び構造改革

特別区域計画の認定申請の期限の延長等を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、大学への編入学に係る特例措置に期待される効果、国立大学

法人が所有する土地等の貸付手続の在り方、特区制度の実績に対する評価と今後の取組

等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の伊藤委員より反対の旨の意見

が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 


